神奈川県平塚土木事務所

お知らせ
河川保全区域内で住宅等工作物を設置する場合

河川保全区域内で、住宅、擁壁、下水施設等工作物を設置する場合には、河川法第55条に基づく「許可」が必要です。
１　申請を必要とする理由

堤防、護岸等の河川管理施設は、河川の増水、洪水から流域住民の生命、財産を守るための重要な施設です。河川管理施設の直近で、土地の掘削、地下式施設の設置、雨水・汚水の自然浸透等の行為をすることは、堤防、護岸の沈下、弱体化を引き起こす原因となるため、河川管理施設の直近《河川保全区域内》でこのような行為をする場合には、河川法第55条により河川管理者の許可なく行うことが禁止されています。
２　河川保全区域の指定範囲

河川保全区域の指定範囲は堤防、護岸等の河川管理施設の設置状況に応じて、各河川別に延長範囲及び幅の範囲が指定されています。平塚土木事務所所管の二級河川については、天然護岸等の場所を除き、5ｍ、10ｍ、20ｍのいずれかにより幅の指定がされています。

３　許可申請を必要とする行為（河川保全区域における行為の制限）

河川法５５条　河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為（＊）については、この限りでない。

1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

2 工作物の新築又は改築　（→「工作物の新築等について」（国土交通省のHP）を参照）
＊　許可申請を必要としない行為（河川法施行令第３４条）
1 農地での耕耘《こううん》
2 河川区域（河川管理施設の敷地。以下同じ）から5ｍ以上離れた土地で、地表から高さ3ｍ以下かつ堤防沿いの延長が20ｍ未満の盛土
3 河川区域から5ｍ以上離れた土地で、地表から深さ１ｍ以内の土地の掘削、切土
4 河川区域から5ｍ以上離れた土地で、以下に該当しない工作物の新築又は改築
· 堅固なもの　　　　　　　　　　　
コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの（基礎を有する木造、鉄骨造、軽量鉄骨造等を含む）

· 水が浸透するおそれのあるもの
貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるもの
∴　木造住宅の新設等は堅固なものに、住宅の設置に併せて、雨水・汚水排水設備を設置する場合には、「水が浸透するおそれのあるもの」に該当し、住宅、雨水・汚水排水設備を併せて申請する必要があります。
４　申請様式及び添付図書

（1） 必ず提出するもの

1 許可申請書（別記様式第八（甲））

2 工作物の新築、改築、除却（乙の４）

3 位置図

4 公図写し（当該地の所有者を明記）
5 実測平面図

6 横断面図

7 求積図

8 工作物の設計図（平面図、正面図、側面図、構造図、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(かなばかり),矩計)図）

9 排水管、桝の構造図

10 現況写真

（2） 必要に応じて提出するもの（相談又は申請時に当所で指示します）

11 他の行政庁の許可書の写し

12 同意書・誓約書・確約書

13 境界確定図

14 市町長の意見書

15 土地・家屋登記簿謄本

16 賃貸借契約書

17 工程表（工期が３ヶ月以上の場合）

（３）提出部数　２部（１部は当所審査・保管用。１部は許可書を添付し申請者に返納します）
	相談・問合せ先

神奈川県平塚土木事務所　許認可指導課　
[image: image2.bmp]平塚市中里50-1　平塚合同庁舎仮庁舎３階

電話　0463-45-3150　内線　4113～4116、4118
FAX　0463-45-3297


[image: image3.bmp]《河川保全区域内での禁止行為例》
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５　申請様式及び添付図書の記載要領

	申請様式及び添付図書
	記載要領
	摘要

	◎ 添付図書共通事項
	各図面は次の各色で着色し明示

· 河川区域線･･･赤色

· 河川保全区域線･･･黄色

· 河川改修計画法線･･･緑色

· 家屋等工作物･･･だいだい色

· 雨水排水施設･･･水色

· 汚水排水施設･･･茶色

· 官民境界線･･･一点鎖線
	

	(1)必ず提出するもの
	
	

	1 許可申請書
	別記様式第八（甲）に記載
	

	② 工作物の新築、改築、除却
	（乙の４）に記載
	⇒ 4P参照

	③ 位置図
	明細地図程度の地図に申請箇所を明示
	

	④ 公図写し
	· 申請年月日から３ヶ月以内に交付又は転写したもの

· 字名、方位、縮尺、転写年月日、転写場所及び転写した者の氏名を記入

· 地番部分に所有者名を記入

· 河川区域線、河川保全区域線を明示
	

	⑤ 実測平面図
	· 縮尺1/100～1/250程度

· 下流を図面の上にする

· 堤防、護岸等の状況、流水方向、道路等図示
· 設置する工作物等を図示
· 河川改修計画が予定されている河川については、その計画予定線を記入
· 横断面図と照合できるように測点を記入
	⇒ 5P参照

	⑥ 横断面図
	· 縮尺1/100～1/250程度
· 上流から見て、右岸を右に、左岸を左に図示
· 堤防、護岸等河川管理施設から申請地までは実測のこと。河川流水部は概要図でも可
· 設置する工作物等を図示
	⇒ 6P参照

	⑦ 求積図
	· 縮尺1/100～1/250程度
· 積算は三斜法により、面積計算表を図中に記入
· 河川保全区域内に係る部分の工作物、形状変更の面積別に区分して計算
· 図面上複雑にならなければ、上記実測平面図に合わせて求積しても可
	

	⑧ 工作物の設計図
	· 縮尺1/100～1/200程度
· 平面図、正面図、側面図、構造図
· 建築物の場合は、矩計図
	

	⑨ 排水管、桝の構造図
	· 排水管、桝の構造図又はカタログ
	

	⑩ 現況写真
	· 堤防、護岸等を申請箇所との状況が明確にわかるもの（正面及び側面から撮影）
· 申請箇所、流水の方向、撮影日を記入
	

	(2)必要に応じて提出するもの
	相談又は申請時に当所で指示します。
	

	⑪ 他の行政庁の許可書の写し
	申請行為又は事業に関し、他の行政庁の許可等の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みがある書面を添付
	

	⑫ 同意書･誓約書･確約書
	河川改修隣接地等については、工事への協力等の同意書等を添付
	

	⑬ 境界確定図
	申請地が河川区域の堤防等官地と接する場合で、官民境界が不明の場合には、申請に先立ち境界確定を行い、確定図の写しを添付
	

	⑭ 市町長の意見書
	雨水、汚水の処理に関して市町長の意見書を必要とする場合等に添付
	

	⑮ 土地・家屋登記簿謄本
	権利関係を確認する必要がある場合に添付
	

	⑯ 賃貸借契約書の写し等
	借地等の場合は、賃貸借契約書の写し。
起工承諾書等を添付
	

	⑰ 工程表
	工期が3ヶ月以上の場合に添付
	

	（乙の４）

工作物の新築、改築、除却

１　河川の名称　　二級河川　金目　川　　　左　岸　　　　　　　　　　　　　　　

２　目　　　　　　的　　専用住宅の設置　　　　 　  　　　　　　　　　　　　　
３　場　　　　　　所　　秦野市○○町　#,##0番地　（登記簿上の地番を記載）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　工作物の名称及び種類　　専用住宅、汚水管、汚水桝、雨水管、雨水桝 、外構　　　　　　　　　　　　　　　
５　工作物の構造又は能力　　木造2階建て専用住宅　３４.87㎡　（柱状改良　杭L=6m　６本）　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

汚水管Φ100mmﾋｭｰﾑ管４.80ｍ，汚水桝 Φ400mmｺﾝｸﾘｰﾄ製　1基　　　　　　

雨水管Φ120mmﾋｭｰﾑ管５.30ｍ　雨水桝Φ500mmｺﾝｸﾘｰﾄ製　1基　
ＣＢ３段積　アルミフェンス　　Ｈ＝０．60ｍ　Ｌ＝１０.0ｍ　　　　　　　　　　　　　　　

６　工事の実施方法　　直営　・　請負　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７　工　　　　　　期　　許可の日から180日間（または元号〇年〇月○日から〇月〇日まで）
８　占用面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９　占用期間　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
備　考

１　「工作物の新築､改築、除却」の箇所には､該当するものを記載してください。

２　河川管理者以外のものがその権限に基づき管理する土地における工作物の新築、改築又は除却にあたっては、「占用面積」及び「占用の期間」については記載しないでください。

３　許可を受けた事項の変更の許可申請にあたっては、変更しない事項についても記載し､かつ変更する事項については変更前のものを赤色で併記してください。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:100

　　Ｎ　　　　　河川保全区域線　　　　　　　　　河川区域線
　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　（例）１０ｍ

　　　官民境界杭

　　　　　　　　　　　　　　雨水管　5.3m

                                            雨水桝　　　　　　　堤


                               4.25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.10m　　　　　　　防
8.10

Ａ　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ´　　　　


4.36

                                       汚水管　1.2ｍ

　　　　　　　　　　　　　　3.6ｍ   　汚水桝
　　　　　　　　　　　　　　外構　10.0ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　下　　　　　官民境界杭
　　秦野市公共下水道に接続

秦野市道○○号線

河川保全区域内行為数量

	区　　　　分
	数　量
	←建築面積を記入
	※専用住宅求積表

1 8.10×4.25＝34.425

2 8.10×4.36＝35.316
倍面積　　 69.741

面　積　　 34.870

	専用住宅
	34.87㎡
	
	

	汚水管　　Φ100ｍｍ
	4.8ｍ
	
	

	汚水桝　　Φ400ｍｍ
	1基
	
	

	雨水管　　Φ200ｍｍ
	5.3ｍ
	
	

	雨水桝　　Φ500ｍｍ
	1基
	
	


　  外構（ＣＢ３段積　アルミフェンス　Ｈ＝０．60ｍ）　Ｌ＝１０.0ｍ
※　本記載例はあくまで例示です。この他給水管等も含め、河川区域又は河川保全区域内で申請を要するものは全て例示にならって記載が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ´


注：工作物が河川管理施設（堤防等）から
一番近い場所で、直角に断面を切り、
図示してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
《上流側から下流に向かって見た場合》

Ｓ=1：200

河川保全区域線　　　　　　　　　　河川区域線


官民境界杭


堤   防

　　　　　　　　　　　　　　4.10ｍ



　　　　　　　　　　　　　　0.5ｍ

（例）10.0ｍ
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堤防





2Hライン





2Hラインを侵し地下室を設置する行為





河川管理施設隣接で2Hラインを侵し雨水・汚水を浸透させる行為は禁止











※ 該当するところに○を





記載例





※上流から見て


左側が左岸、右側が右岸





数量は河川保全区域内行為数量を記入





※記入不要「－」で





実測平面図記載例





〇〇川





※（原則として）


下流を図面の上に





横断面図記載例





〇〇川





※　堤防・護岸等河川管理施設から申請地までは実測のこと





※　河川流水部は概要図でも可





堤防（市道等）
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